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修正案の提出について 

 

 議第１０６号 京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例の制定

についてに対して，下記のとおり修正案を提出する。 

 

記 

 
 議第１０６号 京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例の制定

についての一部を次のように修正する。 

 第３条第１項を削り，同条第２項中「前項の場合を除くほか，」を削り，同項を同条第１

項とし，同条第３項を同条第２項とし，同条第４項中「前３項」を「前２項」に改め，同

項を同条第３項とする。 

 第４条中「前条第４項」を「前条第３項」に改める。 

 附則第４項中「第３条第２項」を「第３条第１項」に改める。 


